
令和元年度 徳島県健康対策審議会

日 時：令和２年３月１０日（火）午後７時から

場 所：徳島グランヴィリオホテル

－ 次 第 －

１ 開 会

２ あいさつ

３ 議 事

（１）会長及び副会長の選任について

（２）部会長及び部会に属する委員の選任について

（３）全国がん登録情報の利用提供について

（４）「健康徳島２１」，「徳島県歯科口腔保健推進計画」の進捗状況に

ついて

（５）その他

４ 閉 会

健康とくしま運動

マスコットキャラクター

「元気くん」



（50音順）

氏　　名
（敬称略）

所属団体等 役　職　等 備考

青田　桂子 徳島大学病院 講師

今井　義禮 徳島県医師会 副会長

今川　玲代 徳島県看護協会 専務理事

苛原　　稔 徳島大学大学院医歯薬学研究部 部長

奥田　紀久子 徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授（学校保健学分野）

香美　祥二 徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授（小児医学）

郡　尋香 吉野川保健所 所長

齋藤　　恵 徳島県医師会 常任理事

齋藤　義郎 徳島県医師会 会長

髙橋　保子 徳島県栄養士会 会長

西岡　安彦 徳島大学大学院医歯薬学研究部 教授（呼吸器・膠原病内科学）

舩戸　豊子 徳島県助産師会 会長

松本　侯 徳島県歯科医師会 副会長

栁沢　志津子 徳島県歯科医師会
地域保健部外部委員
（徳島大学大学院 講師）

山上　敦子 徳島県医師会 常任理事

【臨時委員】

川城　政人 徳島弁護士会 弁護士

徳島県健康対策審議会 委員名簿

（任期：令和元年９月１日～令和３年８月３１日）



徳 島 県 健 康 対 策 審 議 会 設 置 条 例
（昭和４９年３月２２日徳島県条例第１６号）

(目的及び設置)
第１条 県民の健康な生活の保持に資するため，知事の附属機関として，徳島県健康対策
審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)
第２条 審議会は，知事の諮問に応じ，県民の健康な生活の保持のために必要な公衆衛生
に関する重要事項について，調査審議する。

(組織)
第３条 審議会は，委員十五人以内で組織する。
２ 審議会に，特別の事項を調査審議させるため，臨時委員を置くことができる。
３ 審議会に，専門の事項を調査させるため，専門委員を置くことができる。

(会長及び副会長)
第４条 審議会に，会長及び副会長一人を置く。
２ 会長及び副会長は，委員の互選によつて定める。
３ 会長は，会務を総理する。
４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，その職
務を代理する。

(委員，臨時委員及び専門委員)
第５条 委員及び専門委員は，次に掲げる者のうちから，知事が任命する。
一 医療関係者
二 第二条に規定する事項に関し学識経験のある者
三 関係行政機関の職員

２ 臨時委員は，当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから，知事が任命する。
３ 第一項第一号及び第二号に掲げる者のうちから任命される委員の任期は，二年とする。
ただし，補欠の委員の任期は，その前任者の残任期間とする。

４ 前項の委員は，再任されることができる。
５ 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき，専門委員は当該専門の
事項に関する調査が終了したときは，解任されるものとする。

(議事の手続)
第６条 審議会の会議は，会長が招集する。
２ 審議会の会議は，委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなけれ
ば，開くことができない。

３ 審議会の議事は，出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し，可否
同数のときは，会長の決するところによる。

(部会)
第７条 審議会は，その定めるところにより，部会を置くことができる。
２ 部会に属すべき委員，臨時委員及び専門委員は，会長が指名する。
３ 部会に部会長を置き，会長の指名する委員がこれに当たる。
４ 部会長は，部会の事務を掌理する。
５ 部会長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員が，その職務を代理する。

(雑則)
第８条 この条例に定めるもののほか，議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項
は，会長が審議会に諮つて定める。

附 則
この条例は，昭和４９年４月１日から施行する。

附 則
この条例は，平成２７年１０月２０日から施行する。



徳 島 県 健 康 対 策 審 議 会 規 則

（目的）
第１条 この規則は，徳島県健康対策審議会設置条例（昭和４９年３月徳島県条例第１６号）第８
条の規定に基づき徳島県健康対策審議会（以下「審議会」という。）の議事の手続，その他審議
会の運営に関し，必要な事項を定めるものとする。

（会議）
第２条 審議会は，必要に応じて会議を開くものとする。
２ 会長は会議を招集する場合には，あらかじめ審議事項及び期日を定めて開会の日の３日前まで
に委員に通知しなければならない。ただし，緊急を要する場合はこの限りでない。

（議事）
第３条 議長は，会長又はその職務を代行する者を以ってこれに充てる。
２ 議長は，会議を総理し，議場の秩序を保持する。

（関係者の意見）
第４条 会長は議事に関し必要があると認める場合には，関係者の意見を求めることができる。

（会議録）
第５条 会長は会議録を調整し，会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

（専門委員）
第６条 専門委員は，審議会の推薦により，知事が任命する。

（部会の設置）
第７条 審議会には，次の部会を置く。
母子保健部会
生活習慣病対策部会
感染症対策部会
歯科対策部会
その他審議会が必要と認める部会
２ 部会は審議会の定めるところにより，設置又は廃止する。

（部会の所掌事務）
第８条 部会は会長の付託に応じて調査審議し，文書を以って会長に報告する。
２ 会長は，前項の報告事項を審議会の議を経て知事に答申する。ただし，定型的報告事項につい
ては，審議会の議を省略することができる。

（部会員の任期）
第９条 部会員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。
２ 部会員に欠員を生じたとき，あらたに指名された部会員の任期は前任者の残任期間とする。

（部会の会議等）
第１０条 部会は付託事項について，会長の指示する期限内に第８条第１項の報告を行わなければ
ならない。
２ 会長は随時各部会に出席して，議事に参加することができる。
３ 部会の議事は，第２条第２項，第３条及び第５条を準用し各条項中「会長」「委員」の字句は，
「部会長」「部会員」とそれぞれ読み替えるものとする。

（幹事及び書記）
第１１条 審議会に幹事及び書記を置き，県職員のうちから会長が委嘱する。
２ 幹事及び書記は，審議会の運営に必要な事務をつかさどる。

附 則
この規則は，昭和４９年７月９日から施行する。

附 則
この規則は，平成１２年３月８日から施行する。

附 則
この規則は，平成１６年５月２７日から施行する。

附 則
この規則は，平成２４年２月１６日から施行する。

附 則
この規則は，平成２７年３月１６日から施行する。


